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事案発生日 令和４年１２月３日
事業者名 瀬戸内町

船名 フェリーかけろま
発出日 令和５年９月１１日

法令違反等
の概要

　　令和４年１２月３日、瀬戸内町が経営する一般旅客定期航路事業において運航する「フェリー
かけろま」が古仁屋港接岸後、下船中の旅客が転倒し、負傷する事故を発生させた。
　この事故を受けて、当局が同月21日から海上運送法第25条に基づく検査を実施したところ、乗
下船する旅客の誘導を行う船内作業員が配置されておらず、船内での旅客の誘導が行われてい
なかったこと、また、運航管理者による安全管理規程の遵守が一部不十分であった等が確認さ
れた。

令和５年１０月１０日までに以下の改善措置を文書により報告すること。

１．安全統括管理者は、安全管理規程第16条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を
職員及び 乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

２．運航管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船舶の運航管理その他の輸送の安全の確
保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施の確保を図ること。

３．安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第16条及び第17条に基づく自らの責務を
再認識するとともに、事案の再発防止のため、同規程第49条に基づき、乗組員に対し、関係法令
及び安全管理規程等について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹
底を図るとともに、運航管理者は、同規程第52条に基づき、その概要を記録簿に記録すること。

４．船長は、安全管理規程第31条及び作業基準第２条に基づき、船内作業員を適切に配置する
こと。

５．船長は、安全管理規程第33条、作業基準第４条及び第19条に基づき、船内作業指揮者の指
揮の下、船内作業員に適切な旅客の下船に係る作業を実施させること。

命令の内容


